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成
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十
九
年
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一
日

青
森
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公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則(

昭
和
四
十
二
年
三
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

受
検｣

を

｢

受
検
命
令｣

に
、

｢

法
第
百
二
条
又
は
第
百
七
条
の
四｣

を

｢

法
第

百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
適
性
検
査
又
は
医
師
の
診
断
書
の
提
出

命
令
、
法
第
百
二
条
第
四
項
、
第
五
項
又
は
第
百
七
条
の
四
第
一
項｣

に
、

｢

に
関
す
る
相
談
業

務

(

以
下

｢

検
査
等｣

を

｢

の
相
談
に
関
す
る
適
性
検
査

(

以
下

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢

検
査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改

め
、
同
条
第
二
号
中

｢

行
う
も
の｣

を

｢

行
う
こ
と｣

に
改
め
、

｢

者｣

の
下
に

｢

又
は
医
師
の

診
断
書
の
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
た
者｣

を
加
え
、
同
条
第
三
号
中

｢

若
し
く
は
第
五
項｣

を

｢

、
第

五
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中

｢

検
査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外

の
部
分
中

｢

検
査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
三
号
及
び
同

条
第
二
項
を
削
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中

｢

検
査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

前
条
の
検

査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
、

｢

が
指
名
す
る
職
員｣

を
削
り
、

｢

検
査
を
委
嘱
す
る｣

を

｢

意
見
を
求
め
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を

｢
(

適
性
検
査
等
対
象
者
発
見
時
の
措
置)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を

削
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

運
転
適
性
相
談
受
理
時
の
措
置)

第
六
条
の
二

署
長
は
、
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
相
談
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
者
に

運
転
適
性
相
談
書

(

別
記
様
式
第
二
号)

を
作
成
さ
せ
、
運
転
免
許
課
長
を
経
て
速
や
か
に
本

部
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
見
出
し
中

｢

臨
時
適
性
検
査
の｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

に
よ
り｣

の
下
に

｢

、
ま
た
、
医
師
の
診
断
書
の
提
出
命
令
は
、
診
断
書
提
出
命
令
書

(

別
記
様
式
第
五
号
の
二)

に
よ
り｣

を
加
え
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中

｢

検
査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

検
査
等｣

を

｢

適

性
検
査
等｣

に
、

｢

医
師｣

を

｢

青
森
県
公
安
委
員
会

(

以
下

｢

公
安
委
員
会｣

と
い
う
。)

が

認
定
し
た
医
師｣

に
改
め
、

｢

、
運
転
者
の
性
格
等
に
関
す
る
適
性
検
査｣

を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
及
び
中

｢

検
査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

検
査

等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
、

｢

取
消
し
処
分｣

を

｢

取
消
処
分｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

適
性
検
査
相
談
を
実
施
し｣

を

｢

適
性
検
査
等
を
行
っ
た
結
果｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

こ
の
検
査
等｣

を

｢

適
性
検
査
等｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
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( )青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号 2



( )

別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号3



( )

別
記
様
式
第
五
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号 4



( )

別
記
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号5



( )
(

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
十
号
中

｢

中
型
自
動
車｣

の
下
に

｢

、
準
中
型
自
動
車｣

を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中

｢

七
十
五
歳
以
上
の｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

講
習
予
備
検

査

(

認
知
機
能
検
査)

結
果
通
知
書｣

を

｢

認
知
機
能
検
査
結
果
通
知
書｣

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
見
出
し
及
び
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢

中
型
車
講
習｣

の
下
に

｢

、
準
中
型

車
講
習｣

を
加
え
、
同
条
第
三
号
中

｢

別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
三｣

を

｢

別
記
様
式
第
二
十
七

号
の
四｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

準
中
型
車
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

準
中
型
車
講
習
受
講
申
請
書

(

別
記
様
式
第
二

十
七
号
の
三)

第
四
十
二
条
の
見
出
し
を

｢
(

特
定
任
意
講
習)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

令
第
三
十
七
条
の
六

第
二
号｣

を

｢

法
第
百
八
条
の
二
第
二
項｣

に
、

｢

自
動
車
等
運
転
者
特
定
任
意
講
習
を｣

を

｢

特
定
任
意
講
習
を｣

に
、

｢

自
動
車
等
運
転
者
特
定
任
意
講
習
受
講
申
請
書｣

を

｢

特
定
任
意

講
習
受
講
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
二
中

｢

令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
一
号｣

を

｢

法
第
百
八
条
の
二
第
二
項｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号 6
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( )

別
記
様
式
第
二
十
号
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
号
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号7
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( ) 青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号9



( )青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号 10



( )

別
記
様
式
第
二
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号11



( )

別
記
様
式
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号 12



( )

別
記
様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
三
を
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
四
と
し
、
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の

二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号13
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( )

別
記
様
式
第
三
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号 14



( )

別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
三
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号15



( )青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号 16



( )

別
記
様
式
第
三
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
七
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成29年３月１日 水曜日 号外第11号17



( )
(

委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

委
託
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
十
三
年
十
二
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則

第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
づ

つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
十
四
号
中｢

自
動
車
等
運
転
者
特
定
任
意
講
習｣

を｢

特
定
任
意
講
習｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
五
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十

二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
十
号
中

｢

対
す
る
講

習｣

を

｢

対
す
る
も
の
及
び
法
第
百
一
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の｣

に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号

ま
で
を
一
号
づ
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
十
二
号
中

｢

中
型
免
許｣

の
下
に

｢

、
準
中
型
免
許｣

を

加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十

号
ま
で
を
一
号
づ
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

準
中
型
車
講
習

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
講
習
の
う
ち
、
準
中
型

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
を
い
う
。

第
四
条
中

｢

満
た
し
、
か
つ
、
公
安
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た｣

を

｢

満
た
す｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中

｢

承
認｣

を

｢

選
任
等
の
報
告｣

に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分

中

｢

委
嘱
し
よ
う
と
す
る｣

を

｢

委
嘱
し
た｣

に
、

｢

申
請
書｣

を

｢
報
告
書｣

に
改
め
、
同
条

第
一
号
中

｢

選
任
し
よ
う
と
す
る｣

を

｢

選
任
し
た｣

に
、

｢

認
知
機
能
検
査
員
承
認
申
請
書｣

を

｢

認
知
機
能
検
査
員
選
任
報
告
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

選
任
し
よ
う
と
す
る｣

を

｢

選
任
し
た｣

に
、

｢

講
習
指
導
員
承
認
申
請
書｣

を

｢

講
習
指
導
員
選
任
報
告
書｣
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中

｢

委
嘱
し
よ
う
と
す
る｣

を

｢

委
嘱
し
た｣

に
、

｢

講
師
承
認
申
請
書｣
を

｢

講

師
委
嘱
報
告
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

別
表
第
一
中

｢

｣

を

｢

｣

に
、

｢

自
動
車
等
運
転
者
特
定
任
意
講
習｣

を

｢

特
定
任
意
講
習｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
大
型
車
講
習
の
項
中

｢

終
了｣

を

｢

修
了｣

に
改
め
、
同
表
中

｢

｣
を｢
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中
型
車
講
習

一

講
習
を
行
う
た
め
に
必
要
な
建
物
、
コ
ー
ス
、
中
型

(

貨

物)

自
動
車
、
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

(

四
輪)

そ
の
他
の

設
備
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二

講
習
中
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
補
償
す
る
た
め
に

必
要
な
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

準
中
型
車
講
習

中
型
車
講
習

一

講
習
を
行
う
た
め
に
必
要
な
建
物
、
コ
ー
ス
、
準
中
型

(

貨
物)

自
動
車
、
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

(

四
輪)

そ
の

他
の
設
備
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二

講
習
中
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
補
償
す
る
た
め
に

必
要
な
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

一

講
習
を
行
う
た
め
に
必
要
な
建
物
、
コ
ー
ス
、
中
型

(

貨

物)

自
動
車
、
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー

(

四
輪)

そ
の
他
の

設
備
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二

講
習
中
の
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
補
償
す
る
た
め
に

必
要
な
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

中
型
車
講
習

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

一

法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
習
指
導
員

資
格
者
証

(

中
型)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

二

み
な
し
教
習
指
導
員
の
う
ち
、
平
成
五
年
改
正
前
の
法
第

九
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
大
型
自
動
車
に

係
る
技
能
指
導
員
及
び
学
科
指
導
員
に
選
任
さ
れ
て
い
た
者

三

法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者

(

中

型
免
許
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

又
は
届
出
自
動
車
教
習
所

指
導
員
研
修
課
程
で
中
型
免
許
に
係
る
も
の
を
修
了
し
た
者

で
あ
っ
て
、
届
出
規
則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ

(

一)

か

ら

(

五)

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

中
型
車
講
習

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

一

法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
習
指
導
員

資
格
者
証

(

中
型)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

二

み
な
し
教
習
指
導
員
の
う
ち
、
平
成
五
年
改
正
前
の
法
第



( )

｣

に
、

｢

応
急
救
護
処
置
講
習
指
導
者｣

を

｢

応
急
救
護
処
置
指
導
員｣

に
、

｢

自
動
車
等
運
転
者

特
定
任
意
講
習｣

を

｢

特
定
任
意
講
習｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

｣
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準
中
型
車
講
習

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

一

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
七
年

法
律
第
四
十
号
。
以
下

｢

平
成
二
十
七
年
改
正
法｣

と
い

う
。)
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
教
習
指
導
員
資
格
者
証

(

準
中
型)

の
交
付
を
受

け
て
い
る
者

二

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(

平
成
二

十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号)

附
則
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
研
修
を
修
了
し
た
者
で

あ
っ
て
、
平
成
二
十
七
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
九

十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
習
指
導
員
資
格
者
証

(

中
型)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

三

平
成
二
十
七
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
九
十
九
条

の
三
第
四
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者

(

準
中
型
免
許
に
係
る

も
の
に
限
る
。)

又
は
届
出
自
動
車
教
習
所
指
導
員
研
修
課

程
で
準
中
型
免
許
に
係
る
も
の
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、

届
出
規
則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ

(

一)

か
ら

(

五)

ま

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

九
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
大
型
自
動
車
に

係
る
技
能
指
導
員
及
び
学
科
指
導
員
に
選
任
さ
れ
て
い
た
者

三

法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者

(

中

型
免
許
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

又
は
届
出
自
動
車
教
習
所

指
導
員
研
修
課
程
で
中
型
免
許
に
係
る
も
の
を
修
了
し
た
者

で
あ
っ
て
、
届
出
規
則
第
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ

(

一)

か

ら

(

五)

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

認
知
機
能
検
査
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様
式
第
五
号)

一

認
知
機
能
検
査
実
施
計
画
書

(

別
記
様
式
第
五
号)

二

認
知
機
能
検
査
実
施
結
果
報
告
書(

別
記
様
式
第
五
号
の
二)

中
型
車
講
習

中
型
車
講
習
終
了
報
告
書

(

別
記
様
式
第
十
四
号)

準
中
型
車
講
習

中
型
車
講
習

準
中
型
車
講
習
終
了
報
告
書

(

別
記
様
式
第
十
四
号
の
二)

中
型
車
講
習
終
了
報
告
書

(

別
記
様
式
第
十
四
号)

高
齢
者
講
習
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様
式
第
二
十
六
号)

高
齢
者
講
習
実
施
計
画
書

(

別
記
様
式
第
二
十
五
号)

一

高
齢
者
講
習
実
施
計
画
書

(

別
記
様
式
第
二
十
五
号)

二

高
齢
者
講
習
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様
式
第
二
十
六
号)

違
反
者
講
習
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様
式
第
二
十
九
号)

社
会
参
加
活
動
実
施
計
画
書

(

別
記
様
式
第
二
十
八
号)

違
反
者
講
習
月
間
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様
式
第
二
十
七
号)

違
反
者
講
習
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様
式
第
二
十
七
号)

自
動
車
等
運
転
者
特
定

任
意
講
習

自
動
車
等
運
転
者
特
定
任
意
講
習
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様

式
第
三
十
号)



( )

を｢

｣

に
、｢
別
記
様
式
第
三
十
一
号｣

を｢

別
記
様
式
第
二
十
九
号｣

に
、｢

別
記
様
式
第
三
十
二
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
三
十
号｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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特
定
任
意
講
習

特
定
任
意
講
習
実
施
結
果
報
告
書

(

別
記
様
式
第
二
十
八
号)
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( )

別
記
様
式
第
五
号
を
別
記
様
式
第
五
号
の
二
と
し
、
別
記
様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を

加
え
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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( )

別
記
様
式
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中

｢75歳
未
満
又
は
75歳
以
上
の
別
｣

を

｢高
齢
者
講
習
の
区
分
｣

に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
八
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
二
十
九
号
を
別
記

様
式
第
二
十
七
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
十
号
中

｢自
動
車
等
運
転
者
特
定
任
意
講
習
実
施
結
果
報
告
書
｣

を

｢特
定
任

意
講
習
実
施
結
果
報
告
書
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
八
号
と
し
、
別
記
様
式
第
三

十
一
号
を
別
記
様
式
第
二
十
九
号
と
し
、
別
記
様
式
第
三
十
二
号
を
別
記
様
式
第
三
十
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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